
令和7年1月29日

最高裁判所御中

衆議院調査局

委員会決議及び附帯決議の対処状況に関する情報提供について（依頼）

「議院運営委員会衆議院事務局等の改革に関する小委員会の中間取りまとめ」

（平成18年5月）の方針を受けく衆議院調査局では、平成19年より毎年、委員会

決議及び附帯決議についての政府の対処状況を調査し､衆議院立法情報ネットワー

ク（院内ネットワーク）へ掲載して議員への情報提供を実施しております。

．つきましては、本年においても下記のとおり、情報の提出方ご協力よろしくお願

い申し上げます6

記

1 対象とする決議・附帯決議

① 裁判所職員定員法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(第201回国会）

② 裁判所職員定員法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(第204回国会）

③ 裁判所職員定員法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(第208回国会）

④ 民事訴訟法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議（第208回国会）

⑤ 民法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議（第2'0回国会）

⑥ 裁判所職員定員法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(第211回国会）

⑦ 刑事訴訟法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議（第211回国会）

⑧ 民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法

律の整備に関する法律案に対する附帯決議 (第211回国会）

⑨ 裁判所職員定員法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(第213回国会）

⑩ 民法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議（第213回国会）

2 対処状況の基準日

令和7年1月1日現在

3 提出期限

令和7年2月14日

4 回答方法

調査票をメール(｜

返信願います。

kl |）で



問い合わせ先

法務調査室

担当者 中村竜太郎、佐藤百

蹴 03-3581-5111

内線■■、



衆蟻院法務委員会

裁判所職員定員法の一部を改正する法律案に対する附帯決酸

…|自民、立国社、公明、維新

…|賛成多数(反対一共産）

令和2年4月3日

（第201回国会）

蟻決年月日

（回次）

下級裁判所における事件の適正かつ迅速な処理を図るため、判事の員数を30人増加し、判事補の員

数を30人減少するとともに、裁判所の事務を合理化し、及び効率化することに伴い、裁判官以外の裁

判所の職員の員数を17人減少しようとするもの

儀案の概要

(令和7年1月澗査）
｜

’ ’ 処理内容及び今後の予定

(対応困難な場合はその理由）
処理状況附帯決蟻

一 民事所詮事件の内容の複雑困難化及び専門化に

ついて、引き続き、その実情を把握し、必要な対応

を行うとともに､所訟手続の審理期間及び合礒率の

目標を達成するため､審理期間が長期化している近

年の状況を検証し､審理の運用手法､制度の改善等

に取り組み､その上で、目標達成に必要な範囲で裁

判官の定員管理を行うこと。

二 裁判所職員定員法の改正を行う場合には､引き続

き､判事補から判事に任命されることが見込まれる

者の概数と判事の欠員見込みの概数を明らかにし、

その定員が適正であることを明確にすること。

三 平成二十五年三月二十六日､平成二十八年三月十

八日及び平成二十九年三月三十一日の当委員会に

おける各附帯決駿等を踏まえ、最高裁判所におい

て、引き続き、判事補の定員の充足に努めるととも

に､判事補の定員の在り方について､更なる削減等

も含め検肘していくこと。



四 現在の法曹養成制度の下で法曹志望者が減少し

ていることを踏まえ､そのことが法曹の質や判事補

任官者数に及ぼす影響につき必要な分析を行い､そ

の結果を国会に示すとともに、法曹養成機能の向

上､法曹志望者の増加等に向けた取組をより一層進

めること。

五 司法制度に対する信頼確保のため､訟務分野にお

いて国の指定代理人として活動する裁判官出身の

検事の数の縮小に関する政府答弁を遵守し､必要な

取組を進めること。

※ 太枠の中を記入してください。

※ 処理状況の欄には、措置済み、－部措腫済み、検肘中、未着手の中から、鯛査時点における状況を選択して記入してください。

措置済み、一部措置済みの場合は、措腫をした年も記載してください。

※ 他府省所管事項の場合は、所管府省を速やかにご連絡ください。

1



／

衆礒院法務委員会

裁判所職員定員法の一部を改正する法律案に対する附帯決継

｜提出会派｜自民､立民､公明､維新､国民
|｜籍果｜賛成多数(反対-共産）

令和3年3月12日

（第204回園会）

蟻決年月日

（回次）

裁判所の事務を合理化し、及び効率化することに伴い、裁判官以外の裁判所の職員の員数を17人減

少しようとするもの

蟻案の概要

(令和7年1月鯛査）

’
処理内容及び今後の予定

(対応困難な場合はその理由）
処理状況附帯決蟻

一 民事訴舩手続の審理期間及び合鮭率の目標を達

成するため､審理期間が長期化している近年の状況

を検征し､審理の運用手法､制度の改善等に取り組

み､その上で､目標達成に必要暖範囲で削減を含め

裁判官の定員管理を行うこと。

二 裁判所職員定員法の改正を行う場合には､引き続

き､判事補から判事に任命されることが見込まれる

者の概数と判事の欠員見込みの概数を明らかにし、

その定員が適正であることを明砿にすること。

三 平成二十五年三月二十六日､平成二十八年三月十

八日､平成二十九年三月三十一日及び令和二年四月

三日の当委員会における各附帯決蟻等を踏まえ､最

高裁判所において、引き続き、判事補の定員の充足

に努めるとともに、判事補の定員の在り方につい

て、更なる削減等も含め検討していくこと。



四 現在の法曹養成制度の下で法曹志望者の減少に

ついて顕著な改善傾向が見られないことを踏まえ、

そのことが法曹の質や判事補任官者数に及ぼす影

響につき必要な分析を行い､その結果を国会に示す

とともに､法改正を踏まえだ更なる法曹養成機能の

向上､法曹志望者の増加等に向けた取組をより一層

進めること。

’

五 司法制度に対する信頼確保のため､訟務分野にお

いて国の指定代理人として活動する裁判官出身の

検事の数の縮小を含む必要な取組を進めること。

※ 太枠の中を記入してください。

※ 処理状況の欄には、措置済み、一部措置済み、検肘中、未着手の中から、

措世済み、一部措置済みの場合は、措置をした年も記載してください。

※ 他府省所管事項の場合は、所管府省を速やかにご連絡ください．

鯛査時点における状況を選択して記入してください。



衆蟻院法務委員会

裁判所職員定員法の一部を改正する法律案に対する附帯決鍍

｜提出会派｜自民､立民､維新､公明､国民
| 結果 ｜賛成多数(反対-共産〉

礒決年月日

（回次）

令和4年3月9日

（第208回国会）

近年の事件動向及び判事補の充員状況を踏まえ、判事補の員数を40人減少するとともに、裁判所の

事務を合理化し、及び効率化することに伴い、裁判官以外の裁判所の職員の員数を26人減少するもの

蟻案の概要

(令和7年1月瞬査）

’
処理内容及び今後の予定

(対応困難な場合はその理由）
処理状況附帯決継

一 民事訴訟手続の審理期間及び合醸率の目標を達

成するため､審理期間が長期化している近年の状況

を検証し､審理の運用手法､制度の改善等に取り組

むとともに､産業の高度化や国際化に対応できるよ

う裁判官の能力及び職責の重さの自覚の一層の向

上に努めること。

二 裁判所職員定員法の改正を行う場合には､引き続

き､判事補から判事に任命されることが見込まれる

者の概数と判事の欠員見込みの概数を明らかにし､、

その定員が適正であることを明確にすること。

三 平成二十五年三月二十六日､平成二十八年三月十

八日、平成二十九年三月三十一日、令和二年四月三

日及び令和三年三月十二日の当委員会における各

附帯決蟻等を踏まえ､最高裁判所において､引き続

き、判事補の定員の充足に努めるとともに､判事補

の定員の在り方について､現実的な実員の増減見通

しも踏まえて更なる削減等も含め検肘していくこ

と。

q



四 現在の法曹養成制度の下で法曹志望者の数につ

いて顕著な改善傾向が見られないことを踏まえ､そ

のことが法曹の質や判事補任官者数に及ぼす影響

につき引き続き必要厳分析を行い､その結果を国会

に示すとともに､同制度や法改正の趣旨を踏まえた

更なる法曹養成機能の向上､法曹志望者の増加等に

向けた取組をより一層進めること。

、＝
五 司法制度に対する信頼確保のため､訟務分野にお

いて国の指定代理人として活動する裁判官出身の

検事の数の縮小を含む必要な取組を進めること。

六 裁判手続等のデジタル化の進捗状況を踏まえ､合

理化･効率化が可能な事務と注力すべき事務をそれ

ぞれ考慮した上で適切な人員配置を行うよう努め

るとともに､裁判官以外の裁判所職員の労働時間を

把握し、適切な労働環境を整えること。

※ 太枠の中を記入してください。．

※ 処理状況の欄には、措置済み、一部措置済み、検討中、未着手の中から、

措置済み、一部措置済みの場合は、措置をした年も記載してください。

※‐他府省所管事項の場合は、所管府省を速やかにご連絡ください。

飼査時点における状況を選択して記入してください。



衆礒院法務委員会

民事所舩法等の一部を改正する法律案に対する附帯決醗

催芽
|自民､立民､維新､公明､国民
|賛成多数(反対一共産)

蟻決年月日

（回次）

令和4年4月20日

（第208回国会）

民事翫舩手続等の一層の迅速化及び効率化等を図り、民事裁判を国民がより利用しやすいものとす

る観点から、電子憎報処理組織を使用して行うことができる申立て等の範囲の拡大、申立て等に係る

書面及び判決害等を鯉子化する規定並びに映像と音声の送受信による口頭弁論の手続を行うことを可

能とする規定の整備、当事者の申出により一定の事件について一定の期間内に審理を終えて判決を行

う手続の創設、訴えの提起の手数料等に係る納付方法の見直し等の措置を鱒ずるとともに、離婚の所

えに係る所詮等において映像と音声の送受信による手続で和解の成立等を可能とする規定を整備する

ほか、犯罪被害者等の権利利益の一層の保護を図るため、民事関係手続において犯罪被害者等の氏名

等の情報を秘匿する制度を創設するもの

礒案の概要

(令和7年1月鯛査）

’
処理内容及び今後の予定

(対応困難な場合はその理由）
処理状況附帯決儀

一 本法施行後において､所舩手続の趣子化が速やか

に行われ､適切な裁判が実施されるよう環境整備及

び事務負担の軽減に努めること。

二 訴舩手続の電子化を円滑に進めることが利用者

の利益になるという観点から､施行後五年を経過し

た場合における検討に当たっては瞳改正法の施行状

況や施行後の情報通信技術の進展等の社会経済情

勢を踏まえつつ､趣子情報処理組織による申立て等

の利用を拡大･促進するための方策について検肘す

ること。



三 斫舩代理人に委任しない者が勉子情報処理組織

による申立て等を容易に利用できるよう､関係機関

及び日本弁瞳士連合会･日本司法書士会連合会等と

連携し､必要に応じて弁護士･司法書士等による支

援を受けられる環境整備に努めること。

*

口
四 所詮手続は国民の権利関係の得喪に深くかかわ

り、その電子化は重大な事柄であるから、制度の円

滑な施行を実現し、その利用を促造するため、関係

機関及び日本弁護士連合会･日本司法書士会連合会

等と連携して、制度の周知を十分に図ること。

五 裁判所の電子情報処理組織を構築するに当たっ

ては､サイバー攻撃などで所舩記録が流出して所舩

関係者のプライバシー侵害が起こらないよう､適切

なセキュリティ水準を確保するとともに､誰でも分

かりやすく使いやすいものとするよう努めること。

I

六 解舩記録を勉子化するに当たり､事件記録の保存

期間を広げるとともに､判決書については､国民が

胴査や分析しやすいものとなるよう努めること。

七 ウェプ会礒の方法による証人尋問等については、

心証形成が法廷で対面して行われるものとは異な

る場合もあることを踏まえ､裁判所における相当性

の判断が適切に行われるよう法制度の趣旨につい

て周知すること。

八・口頭弁論等における当事者等のウェプ会鮭によ

る参加については､当事者や証人へのなりすましを

防止すること及び第三者からの不当な影響を排除

すること並びにウェプ会雛の録音･録画を防止する

ことを砿保できるよう努めること。



～~～、
九 所えの提起の手数料の在り方について､本法施行

後における裁判手続の事務処理の実態等のほか､解

える側の資力により､適正な所額の鯖求を断念せざ

るを得ない状況があるとの指摘も踏まえつつ､負担

の公平の見地から、必要な検肘を行うこと。

＋ 所既手続の電子化を速やかに実現させるため､裁

判所の必要な人的態勢の整備及び予算の確保に努

めること。

十一 民事訴舩手続を利用する障害者に対する手続

上の配慮の在り方について､本法施行後の制度の運

用状況及び障害者の意見も踏まえて､障害者のアク

セスの向上に資する法整備の要否も含めて検肘し、

必要な措置を錆じること。

十二 附則第百二十六条の規定による検肘について

は､改正法の施行状況や施行後の情報通信技術の進

展等を踏まえて、適時に行うこと｡

※ 太枠の中を記入してください。

※ 処理状況の欄には、措置済み、一部措置済み、検肘中、未着手の中から、鯛査時点における状況を選択して記入してください。

措置済み、一部措置済みの場合は、措置をした年も記載してください。

※ 他府省所管事項の場合は、所管府省を速やかにご連絡ください。
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衆儀院法務委員会

民法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議

｜提出会派｜自民､'立憲､維新､公明､国民
｜ 結果 ｜全会一致

雛決年月日

（回次）

令和4年11月9日

（第210回国会）

議案の概要 子の權利利益を保護する観点から、嫡出の推定が及ぶ範囲の見直し及びこれに伴う女性に係る再婚

禁止期間の廃止等の措置を購ずるとともに、親権者の懲戒権に係る規定を削除し、子の監篭及び教育

において子の人格を尊重する義務を定める等の措置を購ずるもの

(令和7年1月諏査）

｜“窪状”’ ’
処理内容及び今後の予定

(対応困難な場合はその理由）
附帯決議 処理状況

－ 嫡出の推定が及ぶ範囲の見直し及びこれに伴う

女性に係る再婚禁止期間の廃止など本法による改

正内容について十分な周知に努めること。特に､本

法の施行の日前に生まれた子に適用される子及び

母の否鹿権の行使については本法の施行の日から

－年間に限り認められていることに鑑み､対象とな

る無戸籍者等に対する周知が遺漏なく行われるよ

う努めること。

』

－－デー～、巻
二 本改正が無戸霜者対策として行われることに伴

い､無戸籍者が司法手続を利用しやすくするための

支援や､行政サービスを受けられるよう、関係機関

が綿密な連携に努めること。

三 母や子が父を相手に否駆権を行使するに当たり、

DVや児童虐待等がある場合があることを踏まえ、

相手方と対面する二とな.く、また､相手方に住所等

を知られることなく手続を行うことができる措置

を購じるなどの柔軟な運用について周知すること。



1

四 本法施行後も､本改正が無戸籍者問題の解消に資

するものとなっているかを継続して検証し､必要に

応じて､嫡出推定制度等について更なる検討を行う

．こと。 。

五 国籍法第三条の改正により､国籍取得後に事実に

反する鱒知が明らかとなった場合には､認知の無効

を争うことができなくなった後であっても当咳駆

知された子の国籍取得が当初から無効であったこ

ととな_り日本国籍が駆められなくなることを踏ま

え､無国籍者の発生防止の観点や日本人として生活

していた実態等を十分に勘案して､帰化又は在留資

格の付与に係る手続において柔軟かつ人道的な対

応を行うこと。

六 民法の懲戒権の規定に関しては､児童虐待の口実

として使われることを防止するために当該規定の

削除等が行われることを踏まえ､体罰等は許されな

いという認職を社会全体で共有するために積極的

かつ細やかな広報活動を行うなど､本改正の趣旨に

ついての周知徹底及び関係機関との連携に努める

こと。

※ 太枠の中を記入してください。

※ 処理状況の欄には、措置済み、一部措置済み、検討中、未着手の中から、調査時点における状況を選択して記入してください。

措置済み、一部措置済みの場合は、措置をした年も配載してください。

※ 他府省所管事項の場合は、所管府省を速やかにご連絡ください。
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衆磯院法務委員会

裁判所職員定員法の一部を改正する法律案に対する附帯決蟻

｜提出会派｜自民､立憲､維新､公明､国民
| 結果 ｜賛成多数(反対一共産）

令和5年3月10日

（第211回国会）

蟻決年月日

（回次）

近年の事件動向及び判事補の充員状況を踏まえ、判事補の員数を15人減少するととも

に、裁判所の事務を合理化し、及び効率化することに伴い、裁判官以外の裁判所の職員の

員数を31人減少するもの

儀案の概要

(令和7年1月調査）

’
処理内容及び今後の予定・

(対応困難な場合はその理由）
処理状況附帯決蟻

一 民事斫舩手続の審理期間及び合議率の目標を達

成するため､審理期間が長期化している近年の状況

を検証し､審理の運用手法､制度の改善等に取り組

むとともに､産業の高度化や国際化に対応できるよ

う裁判官の能力及び職責の重さの自覚の一層の向

上に努めること。

二 裁判所職員定員法の改正を行う場合には､引き続

き､判事補から判事に任命されることが見込まれる

者の概数と判事の欠員見込みの概数を明らかにし、

その定員が適正であることを明砿にすること。

三 平成二十五年三月二十六日､平成二十八年三月十

八日、平成二十九年三月三十一日、令和二年四月三

日､令和三年三月十二日及び令和四年三月九日の当

委員会における各附帯決議等を踏まえ､最高裁判所

において､引き続き、判事補の定員の充足に努める

とともに､判事補の定員の在り方について､現実的

な実員の増減見通しも踏まえて更なる削減等も含

め検肘していくこと。

｜’



四 現在の法曹養成制度の下で法曹志望者の数につ

いて顕著な改善傾向が見られないことを踏まえ、

そのことが法曹の質や判事補任官者数に及ぼす影

響につき引き続き必要な分析を行い、その結果を

国会に示すとともに、同制度や法改正の趣旨を踏

まえた更なる法曹養成機能の向上、法曹志望者の

増加等に向けた取組をより一層進めること。

’

五 裁判手続等のデジタル化の進捗状況を踏まえ､合

理化｡効率化が可能な事務と注力すべき事務をそれ

ぞれ考慮した上で適切な人員配置を行うよう努め

るとともに､裁判官以外の裁判所職員の労働時間を

把握し、適切な労働環境を整えること。

'

’

※ 太枠の中を記入してください。

※ 処理状況の欄には、措置済み、一部措置済み、検討中、未着手の中から、調査時点における状況を選択して記入してください。

措置済み、一部措置済みの場合は、措置をした年も記載してください。

※ 他府省所管事項の場合は、所管府省を速やかにご連絡ください。

4



衆蟻院法務委員会

刑事斫舩法等の一部を改正する法律案に対する附帯決蟻

｜提出会派｜自民､立憲､維新､公明､国民
｜ 結果 ｜賛成多数(反対一共産）

令和5年4月12日

（第211回国会）

駿決年月日

（回次）

被告人や刑が確定した者の逃亡を防止し､公判期日等への出頭及び裁判の執行を確保す

るため､逃走の罪の構成要件及び法定刑を改め､公判期日への不出頭罪等を新設するほか、

保釈等をされた者に対する監督者制度､拘禁刑以上の実刑の言渡しを受けた者等が出国に

より刑の執行を免れることを防止するための制度､位置測定端末により保釈された者の位

置情報を取得する制度等の創股等を行うとともに､刑事手続において犯罪被害者等の情報

を保護するため､犯罪被害者等の個人特定事項の記載がない起所状抄本等を被告人に送達
する措置等を導入するもの

駿案の概要

(令和7年1月鯛査）

’
処理内容及び今後の予定

(対応困難な場合はその理由）
処理状況附帯決継

一 位煙測定蝋末の規格の股定等に当たっては､位置

測定端末を装着していることがで．きるだけ外部か

ら目立たず､身体の動きを極力妨げないものとする

等､保釈中の被告人のプライバシーの保膜及び行動

の自由等に十分に配慮したものとすること。

二 位置測定端末を装着した被告人の所在禁止区域

への立ち入り等が発生した場合に､迅速に状況を確

聞し､勾引をすることができるよう、十分な訓練の

実施や関係機関との連携体制の確立等に努めるこ

と。



三 保釈中の被告人に係る端末位置情報を表示して

閲覧することができる者及び閲覧することができ

る場合を限定した趣旨に鑑み､閲覧設備の運用に当

たっては､端末位置情報が漏出することがないよう

適切な措置を購ずること。

四 監督者を選任して行う保釈については、監督者

として選任される者にとって過度の負担にならな

いよう留意するとともに、監督者を得られないこ

とを理由として保釈される場合が限定されること

がないよう、制度の趣旨を周知すること。

五 本改正における逃亡防止措置の新設の趣旨を踏

まえ、被告人や刑が確定した者等の身柄の確保及

び麓送等の場における逃亡防止に万全を期すとと

もに、必要な体制の整備に努めること。

六 犯罪被害者等の氏名等の情報秘匿制度の運用に

当たっては､性犯罪の被害者等の権利の保護という

目的の実現を図るとともに､公判における被告人の

防御に実質的な不利益が生ずることがないよう､被

害者側及び被告人側の双方の権利に十分に配慮す

るよう努めること。

※ 太枠の中を記入してください。

※ 処理状況の欄には、措置済み、一部措置済み、検討中、未着手の中から､､鯛査時点における状況を選択して記入してください。

措置済み、一部措置済みの場合は、措置をした年も記載してください。

※ 他府省所管事項の場合は、所管府省を速やかにご連絡ください。



衆蟻院法務委員会

民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案に対する附帯決醗

｜提出会派｜自民､立憲､維新､公明､国民､共産
｜ 結果 ｜全会一致

蟻決年月日

（回次）

令和5年6月2日

（第211回国会）

民事関係手続等の一層の迅速化及び効率化等を図り、民事関係手続等を国民がより利用

しやすいものとする観点から、民事執行手続等におけ．るインターネットを利用した申立て

等の範囲の拡大､事件記録の電子化及びウェプ会織を利用した期日への参加並びに公正証

書の作成手続のデジタル化等の措置を講ずるもの

礒案の概要

(令和7年1月胴査）

’
処理内容及び今後の予定

(対応困難な場合はその理由）
処理状況附帯決継

一 近年における情報通信技術の進展等の社会経済

情勢の変化への対応を図るとともに本時代に即した

民事関係手続等の一層の迅速化及び効率化を可能

な限り早期に実現するため､本法の全面施行につい

ては、慎重かつ丁寧な審理の妨げとならないよう、

また裁判所職員及び当事者等に対し過度な負担と

ならないよう配慮しつつも速やかに適切な時期の

施行に向けた検討を進めるよう努めること。

二 民事関係手続等のみならず､刑事事件及び少年事

件の手続においても､被告人等の人権保障に十分配

慮した上で､情報通信技術の活用が迅速に実現され

るよう、より一層の検肘に努めること。



三 裁判所の勉子情報処理組織を構築するに当たっ

ては､サイバー攻撃などで事件配録が流出して事件

関係者のプライバシー侵害が起こらないよう､適切

なセキュリティ水準を確保するとともに､代理人等

に委任しない者が電子情報処理組織による申立て

を容易に利用できるよう、日本弁醗士連合会・日本

司法書士会連合会等の意見を聞き､利便性を高める

よう努めること。

'

四 情報通信技術が進展する中、ウェ.プ会鮭におけ

るなりすましや第三者による不当な介入、デジタ

ル証拠の漏洩や改ざん防止に向けて不断の検肘及

び対応に努めること。

五 代理人等に委任しない者が電子情報処理組織に

よる申立て等を容易に利用できるよう、関係機関

及び日本弁護士連合会･B本司法書士会連合会等

と連携し、必要に応じて弁瞳士・司法書士等によ

る支援を受けられる環境整備に努めること。

六 民事関係手続の電子化を速やかに実現させるた

め、裁判所の必要な人的体制の整備及び予算の確

保に努めること。

七 民事関係手続を利用する障害者に対する手続上

の配慮の在り方について、本法施行後の制度の運

用状況及び障害者の意見も踏まえて、障害者のア

クセスの向上に資する法整備の要否も含めて検討

し、必要な措置を鱒じること。 、

、～一三
八 第三百八十九条の規定に．よる検肘については､本

法の施行状況､施行後の情報通信技術の進展やプラ

イバシーに関する規範意職の動向等を踏まえて､適

時に行うこと。



※ 太枠の中を記入してください。

※ 処理状況の欄には、措匝済み、一部措腫済み、検酎中、未若手の中7

措置済み、一部措匝済みの場合は、措匝をした年も配載してください。

※ 他府省所管事項の場合は、所管府省を速やかにご連絡ください｡、

太枠の中を記入してください。

処理状況の欄には、措匝済み、一部措腫済み、検酎中、未若手の中から、鯛査時点における状況を選択して記入してください。

､

､



衆蟻院法務委員会

裁判所職員定員法の一部を改正する法律案に対する附帯決礒

｜提出会派｜自民､立憲､維教､公明
｜ 結果 ｜賛成多数(反対一共産）

議決年月日

（回次〉

令和6年3月15日

（第213回国会）

裁判所の事務を合理化し、及び効率化することに伴い､裁判官以外の裁判所の職員の員数を31人減

少するもの

継案の概要

(令和7年1月鯛査）

’ 処理内容及び今後の予定

(対応困難な場合はその理由）
処理状況附帯決雄

一 民事解詮手続の審理期間及び合醸率の目標を達

成するため､審理期間が長期化している近年の状況

を検証し､審理の運用手法､制度の改善等に取り組
むとともに､産業の高度化や国際化に対応できるよ

う裁判官の能力及び職責の重さの自覚の一層の向

．上に努めること。

二 裁判所職員定員法の改正を行う場合には､引き続

き､判事補から判事に任命されることが見込まれる

者の概数と判事の欠員見込みの概数を明らかにし、

その定員が適正であることを明砲にすること。

三 平成二十五年三月二十六日､平成二十八年三月十

八日、平成二十九年三月三十一日、令和二年四月三

日、令和三年三月十二日、令和四年三月九日及び令

和五年三月十日の当委員会における各附椿決磯等

を踏まえ、最高裁判所において、引き続き、判事補

の定員の充足に努めるとともに､判事補の定員の在

り方について､現実的な実員の増減見通しも踏まえ

て更なる削減等も含め検肘していくこと。

四 現在の法曹養成制度の下で法曹志望者の数につ



ノ

いて顕著な改善傾向が見られないことを踏まえ､そ

のことが法曹の質や判事補任官者数に及ぼす影響

につき引き続き必要な分析を行い､その結果を国会

に示すとともに､同制度や法改正の趣旨を踏まえた

更なる法曹養成機能の向上､法曹志望者の増加等に

向けた取組をより一層進めること。

五 裁判手続等のデジタル化の進捗状況を踏まえ､合

理化･効率化が可能な事務と注力すべき事務をそれ

ぞれ考慮した上で裁判官･裁判所職員の適切な人員

配置を行うよう努めるとともに､裁判官以外の裁判

所職員の労働時間を把握し､適切な労働環境を整え

ること。

六 両親の離婚時における子どもの利益碗保の要鯖

等への対応､その他価値観の多機化に伴う家事事件

の複雑化｡困難化の動向等に対して､家庭裁判所に

おける多角的な対応が適切かつ十分に行われるよ

う、家庭裁判所の人的･物的体制の整備を進めるこ

と。

七 裁判官｡裁判所職員が健康的に働き続けられる職

場環境を整備すること。子育て､介護など仕事と家

庭の両立に向けた取組をより一層進めること。

※ 太枠の中を記入してください。

※ 処理状況の欄には、措置済み、－部措置済み、検討中、未着手の中から、鯛査時点における状況を選択して記入してください。

措匝済み、一部措置済みの場合は、措置をした年も配載してください。

※ 他府省所管事項の場合は、所管府省を速やかにご連絡ください。



衆礒院法務委員会

民法等の一部を改正する法律案に対する附帯決蟻

｜提出会派｜自民､立憲､維教､公明
｜ 結果 ｜賛成多数(反対-共産）

継決年月日

（回次）

令和6年4月12日

（第213回国会）

子の桶利利益を保護する観点から、子の養育についでの父母の責務に関する規定の新設、父母が離

婚した場合にその双方を親権者と定めることができるようにする等の親権に関する規定の整備、子の

監穫に要する費用の支払を確保するための制度の拡充、家事審判等の手続における父又は母と子との

交流の拭行に関する規定の新設等の措置を鵠ずるもの

駿案の概要

(令和7年1月鯛査）

｜処理状況 ’
処理内容及び今後の予定

(対応困難な場合はその理由）
附帯決織 処理状況

一 施行後の本法の運用状況につしYて公表するとと

もに､諸外国における子の養育に関する法制の動向

等も踏まえ､本法による改正後の家族法制による子

の利益の確保の状況､親権者の指定等における父母

の真意の反映の程度､DVや児童虐待等を防止して

親子の安全･安心を確保するものとなっているか等

について不断に検証し､必要に応じて法改正を含む

さらなる制度の見直しについて検討を行うこと。

二 子の権利利益を保護するための父母の責務の明

確化等の本法の趣旨及びその内容について、国民、

関係府省庁はもとより､児童扶養手当等の事務を行

う地方公共団体及び共同親権の導入により大きく

影響を受ける関係機関等に正確に伝わるよう､周知

広報の徹底に努めること。特に､親権の単独行使の

対象となる民法第八百二十四条の二各項の｢急迫の

事情｣、「監護及び教育に関する日常の行為｣､ ｢特定

の事項｣及び第七百六十六条第一項の『子の監護の



一言－－
分掌｣等の概念については､その意義及び具体的な

類型等をガイドライン等により明らかにすること。

三 子の利益の確保の観点から､本法による改正後の

家族法制による子の養育に関する事項の決定の場

面において子自身の意見が適切に反映されるよう、

専門家による聞き取り等の必要な体制の整備､弁護

士による子の手続代理人を積極的に活用するため

の環境整備のほか､子が自ら相険したりサポートが

受けられる相談支援の在り方について､関係府省庁

を構成員とする検肘会において検討を行うこと。

四 父母の別居や睡婚に伴う子の養育をめぐる事件

の審理に関し､特に子の権利利益を保護する観点に

留意し､子の監霞の安全や安心への配慮のほか、当

事者の意見を適切に聴取しこれを尊重することを

含め適切な審理運営がされるよう必要な研修その

他の取組を行うこと。

五 離婚後の養育費の受給や親子交流等が適切に実

施されるよう、我が国における実状砺査のほか､諸

外国における運用状況に関する鯛査研究等を踏ま

え､餐育費･婚姻費用について裁判実務で用いられ

ている標準算定表を参照して取り決められる額が

適正なものとなるための配慮等を含め､国自らによ

る取組の在り方に加え､民間の支援団体や地方公共

団体の取組等への支援の在り方について検肘を行

うこと。また、鯛査研究に当たっては､公的機関に

よる養育費の立替払い制度など､養育費の履行確保

のさらなる強化について検肘を深めること。

一

六 父母による子の養育が互いの人格の尊重及び協

力関係のもとで適切に進められるよう､離婚前後の

ノ



子の養育に関する簿座の受蹴や共同養育計画の作

成を促進するための事業に対する支援､ADRの利

便性の向上など､関係府省庁及び地方公共団体等と

連携して必要な施策の検討を図ること。

七 改正法により家庭裁判所の業務負担の増大及び

DV･虐待のある事案への対応を含む多様な問題に

対する判断が求められることに伴い､家事事件を担

当する裁判官､家事鯛停官､家庭裁判所鯛査官等の

裁判所職員の増員及び専門性の向上､胴停室や児童

室等の物的環境の充実､オンラインによる申立てや

ウェプ会駿の利用の拡大等による裁判手続の利便

性の向上､子が安心して意見陳述を行うことができ

る環境の整備など職必要な人的･物的な体制の整備

に努めること。

八 司法手続における利用者負担の軽減を図るため、

法テラスによる民事法律扶助､DV等被害者法律相

談援助や地方公共団体における支援事業など､関係

椴関との連携を一層強化し､必要な施策の充実に努

めること。

九 DV及び児童虐待が身体的な暴力に限られない

ことに留意し、DVや児童虐待の防止に向けて､被

害者支援の一環としての加害者プログラムの実施

の推進を図ることを含め､関係機関と連携して被害

者の保護･支援策を適切に措置すること。また、居

住地や勤務先･通学先等が加害者に明らかになるこ

と等によるDV被害や虐待の継続､SNSなどイン

ターネット上の誹跨中傷や濫所等の新たな被害の

発生を回避するための措置を検肘すること。

十 親権者の指定や親子交流等が子の利益のため適



切に行われるようにするため､DV及び児童窟待の

被害又はそれらのおそれの有無についての麗定が

適切に行われるよう､必要な研修その他の取組を行

うこと。また､父母が互いの親子交流を尊重し、こ

れを妨げる行為を防止する措置等について検肘す

ること。

十一 本法の下で新たな家族法制が円滑に施行され、

子の利益を確保するための措置が適切に識じられ

るよう､関係府省庁等が連携して必要な施策を実施

するための体制整備を進めること。また､本法の施

行に伴い､税制、社会保障制度､社会福祉制度等へ

の影響がある場合には､子に不利益が生じることは

ないかという観点に留意して､必要に応じ関係府省

庁が連携して対応を行うこと。

十二 改正法が国民生活へ多大な影響を与えること

に鑑み､本法の施行に先立って､子の利益の確保を

図るために必要な運用開始に向けた適切な軍備を

丁寧に進めること。

※ 太枠の中を記入してください。

※ 処理状況の欄には、措置済み、一部措置済み、検討中、未着手の中から、鯛査時点における状況を選択して記入してください。

措憧済み、一部措置済みの場合は、措置をした年も記載してください。

※ 他府省所管事項の場合は、所管府省を速やかにご連絡ください。？


